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衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
予
備
自
衛
官
制
度
の
充
実
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

防
衛
省
・
自
衛
隊
に
お
い
て
は
、
予
備
自
衛
官
、
即
応
予
備
自
衛
官
及
び
予
備
自
衛
官
補
（
以
下
「
予
備
自
衛
官
等
」
と

い
う
。
）
と
し
て
必
要
な
人
材
を
確
保
す
る
た
め
、
予
備
自
衛
官
補
か
ら
予
備
自
衛
官
を
経
て
即
応
予
備
自
衛
官
に
任
用
で

き
る
制
度
を
設
け
る
と
と
も
に
、
当
該
制
度
に
係
る
訓
練
招
集
手
当
及
び
予
備
自
衛
官
補
の
教
育
訓
練
招
集
手
当
の
増
額
、

予
備
自
衛
官
及
び
即
応
予
備
自
衛
官
の
職
務
に
対
す
る
理
解
と
協
力
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
給
付
金
制
度
の
導
入
等
に
よ

り
、
予
備
自
衛
官
等
制
度
の
充
実
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
退
職
予
定
の
自
衛
官
及
び
一
般
の
方
に
対
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
等
を
活
用
し
た
予
備
自
衛
官
等
の
募
集
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
、
引
き
続
き
、
幅
広
い
国
民
・
年
齢
層
か

ら
予
備
自
衛
官
等
と
し
て
必
要
な
人
材
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。
な
お
、
予
備

自
衛
官
等
は
国
家
公
務
員
で
あ
る
と
こ
ろ
、
国
会
議
員
の
兼
職
に
つ
い
て
は
、
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）

第
三
十
九
条
に
お
い
て
、
「
議
員
は
、
・
・
・
別
に
法
律
で
定
め
た
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
任
期
中
国
又
は
地
方
公
共
団



 

２ 

 

体
の
公
務
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 


